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香取市まちづくり条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条　この規則は、香取市まちづくり条例（平成23年香取市条例第４号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（共同体意識の形成が可能な地域） 

第２条　条例第６条第１項の共同体意識の形成が可能な地域とは、おおむね香

取市立小学校及び中学校に就学する児童生徒の学校指定に関する規則（平

成18年香取市教育委員会規則第14号）に規定する小学校通学区域（以下「学

区」という。）を基準とするものとする。 

２　前項の規定にかかわらず、市長が地域の事情を勘案し、特に必要と認める

ときは、複数の学区を併せた地域又は学区を分割した地域を住民自治協議

会の活動を行う地域とすることができる。 

（住民自治協議会の要件） 

第３条　条例第６条第１項第５号の規則で定める要件は、次のとおりとする。 

(１)　その活動を行う地域において組織されている自治会（香取市行政連絡業

務規則（平成23年香取市規則第15号）第２条第１項に規定するものをいう。）

の３分の２以上が住民自治協議会を構成するものとなっていること。 

(２)　条例第６条第１項第２号に定めるもののほか、その活動が特定の者の利

害を図り、又はこれに類することを目的とするものでないこと。 

(３)　前２号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 

（住民自治協議会の登録） 

第４条　条例第６条第２項の規則で定める事項とは、次のとおりとする。 

(１)　住民自治協議会の名称 

(２)　住民自治協議会の事務所の所在地 

(３)　住民自治協議会の活動地域 

(４)　住民自治協議会の構成組織 

(５)　住民自治協議会の主な活動内容 

２　条例第６条第２項の規定により住民自治協議会の登録を受けようとする団

体は、住民自治協議会登録申請書（別記第１号様式）により市長に申請し

なければならない。 
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３　前項の規定による申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１)　規約 

(２)　役員名簿 

(３)　構成員名簿 

(４)　組織構成図 

(５)　活動地域図 

(６)　前条第１号に規定する事項を証する書類 

(７)　設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

４　前項に規定する、規約に記載すべき事項は次のとおりとする。 

(１)　名称 

(２)　目的 

(３)　活動の種類 

(４)　活動地域 

(５)　事務所の所在地 

(６)　役員に関する事項 

(７)　会議に関する事項 

(８)　会計に関する事項 

(９)　規約の変更に関する事項 

５　市は、第２項の申請に対する登録の適否について決定し、適当と認めると

きは、住民自治協議会登録簿（別記第２号様式）に登録するとともに、住

民自治協議会登録決定通知書（別記第３号様式）により当該申請を行った

団体に通知するものとする。 

（申請内容の変更） 

第５条　条例第７条の規定により住民自治協議会の登録に係る申請内容の変更

を届け出ようとする住民自治協議会は、住民自治協議会登録申請内容変更

届出書（別記第４号様式）により市長に届け出なければならない。 

（登録の取消し） 

第６条　市は、条例第８条の規定により住民自治協議会の登録を取り消したと

きは、住民自治協議会登録取消決定通知書（別記第５号様式）により当該

住民自治協議会に通知するものとする。 

（地域まちづくり計画） 
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第７条　住民自治協議会は、条例第９条の規定により計画を策定したときは、

地域まちづくり計画（変更）届出書（別記第６号様式）に計画を添えて、

市長に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。 

（財政的支援の内容） 

第８条　条例第10条に規定する財政的な支援は、予算の範囲内において補助金

を交付することにより行うものとする。 

（住民自治協議会からの報告） 

第９条　市は、住民自治協議会に対し、その運営及び地域まちづくり計画に基

づく活動の実施の内容及び状況に関し必要に応じて報告を求めることがで

きる。 

（市民協働専門家委員会の組織等） 

第10条　条例第13条に規定する市民協働専門家委員会（以下「委員会」という。）

は、委員５人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１)　法律の専門的知識を有する者 

(２)　住民自治協議会が行う活動に関し専門的知識を有する者 

(３)　その他市長が必要と認める者 

２　委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３　委員が欠けた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４　委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

５　委員長は委員会を代表し、委員会の会務を総理する。 

６　副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

７　委員会の会議（以下「会議」という。）は必要に応じて委員長が招集し、そ

の議長となる。 

８　委員長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

９　委員会の庶務は市長が定める機関において処理する。 

（その他） 

第11条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附　則 

この規則は、平成23年７月１日から施行する。ただし、第10条は、公布の

日から施行する。 
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附　則（平成28年１月25日規則第２号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附　則（令和３年12月21日規則第28号） 

この規則は、令和４年１月１日から施行する。 
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第２号様式（第４条第５項） 
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第３号様式（第４条第５項） 
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第４号様式（第５条） 



8/10

 

第５号様式（第６条） 
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第６号様式（第７条） 
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